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発表概要 

四国地方整備局では、台風第１５号の接近に伴い、今後広域的な災

害発生のおそれがあることから体制の強化を図るため、平成２３年

９月２０日（火）１７時００分に警戒体制を発令し、継続中です。

 

・台風１５号に伴う豪雨により、肱川本川の大洲第二水位観測所（愛

媛県大洲市）の水位がはん濫危険水位（５．８ｍ）を超え更に上

昇しています。 

・肱川水系矢落川左岸の暫定堤防で、００時１０分頃に二線堤内へ

越水が始まりました、厳重に警戒してください。 

 今後、河川情報に十分注意してください。 

 水位：６．１５ｍ（肱川橋地点、９月２１日００時） 

 

なお、最新の河川情報については、「国土交通省 川の防災情報」

をご覧下さい。 

http://www.river.go.jp/ 

 
 
 
 

問い合わせ先

四国地方整備局災害対策本部 

 四国地方整備局 企画部 企画課長  井坪 慎二 

  TEL ０８７－８１１－８４８８（災害対策本部直通） 

    FAX ０８７－８１１－８４１０（災害対策本部直通） 

 
   なお、本記者発表資料は四国地方整備局ホームページでもご覧いただけます。 

http://www.skr.mlit.go.jp/bosai/sikoku/sokuhou/sokuhou.html 
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日  時

平成２３年９月２１日

      ０時２０分

件 名 
台風１５号への対応状況について 

（ 第４報 ） 
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